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津久見市教育委員会議事日程 

1  会  期  令和 4年 2月 25日(金) 午後 2時 00分から 

 

2  議事日程 

（1） 開 会 

(2) 議 案 

  

 議案第 14号 令和４年度当初予算案の概要について            …  3 

議案第 15号 津久見市指定文化財の指定について          …  6 

議案第 16号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       …  7 

議案第 17号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       …  8 

議案第 18号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       …  9 

議案第 19号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       … 10 

議案第 20号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       … 11 

議案第 21号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について       … 12 

 

継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校 

       統合についての協議                  …13 

 

(3) 報 告 

① 1、2月の行事報告について                  …13 

② 2、3月の主な行事予定について              …13 

(4) その他 

  ① 次回の委員会開催日程について           …13 

(5)  閉 会 
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(2) 議 案 

 

議案第 14号 令和４年度当初予算案の概要について 

 

【管理課 予算編成方針】 

教育委員会管理課は、児童生徒が、日々、安全・安心に学校生活を送ることができるよ

う、学校施設における教育環境の整備を進めている。その中で、各学校施設については老

朽化が進み、修繕の必要な箇所が多くなってきていることから、緊急度や補助等を活用し

ながら限られた予算内で修繕等を行なっていく。 

また、児童・生徒１人１台タブレットや校内ＬＡＮなどＩＣＴ環境が整備されたことに

より、ＩＣＴに係る学習支援や教職員の業務支援などを行う情報通信技術支援員（ＩＣＴ

支援員）の予算を計上するなどＩＣＴ教育の充実を図っていきたい。 

 第一中学校及び第二中学校の統合に伴う新設中学校は、現第一中学校校舎等の大規模改

修の設計費、令和４年度中の工事費として５億３千８百万円、校歌制作費として２百６４

万円の予算を計上した。 

 

 

【学校教育課 予算編成方針】 

学校教育課は令和３年度学校教育指導方針の中で、「ふるさとを愛し、自ら学ぶ意欲と

活力に満ちた津久見っ子の育成」をうたい、学校教育振興事業、学力・地域教育力向上支

援事業、保健体育事業及び学校給食事業等に全力を挙げて取り組んでいる。ＧＩＧＡスク

ール構想を受けて、２０年先を見据えた新たなデジタル対応の教育施策・事業を展開して

いく重要な転換期を迎えている。予測困難で変化にとんだ時代に柔軟に対応し、力強く生

き抜く児童・生徒を育成するために、次世代に必要な資質・能力を明確にし、知識及び技

能の習得と思考力・判断力・表現力等をバランスよく育成していくことが重要となる。令

和４年度は、これまでの各種事業をさらに発展・深化させていくことで、未知なる時代を

迎える今、下記の事業を重点的に取り組んでいきたいと考えている。 

 

（学校教育振興事業等） 

 学力向上については、学校教育指導方針と学力向上アクションプランに基づき、児童生

徒の学力の定着及び向上を目指す上で必要な予算を計上し、弱点克服と低学力層の底上げ

の取組をより一層強化していきたいと考えている。特に①津久見市学力テスト（小１～中

2）により個々のつまずきをチェックし、具体的な指導・支援の計画を立て、学び残しの

ない取組を強化する。②学びの基盤となる学級集団づくりについては、的確な集団分析調

査（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ)を行い要支援児童・生徒を把握するとともに、「短時間で取り組む

人間関係づくりプログラム」に取り組み，生活面でも支えあうことのできる集団づくりを

充実させる。③ＡＬＴを小中に配置することにより、小学校新学習指導要領の完全実施に

ともなう外国語活動ならびに英語指導を強化・充実させる。また、教育振興については、

教育支援センター指導員及びスクールソーシャルワーカーの設置、小中学校への特別支援

員の配置及び特別支援教育相談員の派遣、新型コロナウイルス感染症対策と学習保障の両
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立を図るため、学習指導員・スクールサポートスタッフの配置、要保護及び準要保護児童

生徒援助費補助金等について、継続的な事業効果を目指して予算を計上している。 

 

（保健体育事業） 

 保健体育事業は、学校保健安全法に基づきながら、児童生徒並びに教職員の健康管理及

び保持増進を目的に各種検査等を実施することで、学校保健安全の充実を図る。さらに市

内中学生の体育・スポーツの振興を目的として開催される各種大会に対して補助を行って

いく。さらに、令和３年度より中学校部活動指導員活動事業費補助金を利用し、部活動指

導員２名を配置（第一中学校の剣道部、空手部）し、学校教育活動の一層の充実及び教員

の「働き方改革」の実現を図る。また、平成２７年度から実施しているフッ化物洗口事業

にも必要な予算を計上している。 

 

（学校給食事業） 

 経済的理由によって就学困難な児童の保護者に学校給食で係る費用の一部を援助する。

学校給食共同調理場については平成２５年４月から本格稼働しているが、従来からの自校

の給食施設とともに、安全で安心な給食を児童生徒に提供するため、施設の維持管理等に

必要な予算を計上している。一方、自校方式の調理場は老朽化が進むとともに、調理員が

安心・安全に作業する職場環境に様々な課題が生じている。一校拠点方式への移行やアレ

ルギー対応の充実に向け、令和６年の４月の新設中学校開設に合わせて、津久見市共同調

理場の整備を行うための予算の計上を行う。 

 

 

【生涯学習課 予算編成方針】 

 

（生涯学習班） 

 昨年度に引き続き今年度も、新型コロナウイルスの影響で開催を予定していた多くの事

業・イベントが中止・延期で実施できなかった。 

収束の気配が見えない新型コロナウイルス禍の中ではあるが、今年度も引き続き「放課後

学習クラブ」や「土曜寺子屋つくみ塾」を実施する。また、公民館は地域住民にとって最

も身近な学習拠点というだけでなく、交流の場としても重要な役割を果たしているため、

今後も各教室の充実を図っていく。 

 文化振興については、観劇会・樫の実会を中心に、優れた文化芸術に少しでも多く触れ

ることができるよう引き続きその鑑賞機会を提供していく。 

 文化財については、指定に向けた協議や保護を文化財調査委員会において進めていく。 

 市民図書館では、電子書籍を含めた図書の貸出、移動図書館運営、施設維持管理、展示

ホールを活用し、各種芸術文化等の展示を開催する。 

 平成９年１１月より半島部を中心に本の貸出等を行っていた移動図書館車を新たに購

入し、４月より運行する。 

 また、市内の拠点施設である地区集会所等での活動も減少している状況であるため、消

耗品や備品等の購入による新型コロナウイルス感染症対策を講じることで、安心・安全に
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健康づくりや介護予防等の活動を行うことができるよう支援するために、１年間の期間限

定ではあるが新たに要綱整備を行い、各行政区単位で補助金を交付する。 

 

（スポーツ施設管理班） 

津久見市スポーツ推進計画の理念のもと、誰もが楽しく安全にスポーツ・レク 

リエーション活動を行えるように、スポーツ施設の適切な維持管理を図っていく。 

また、各施設の環境整備を図っていくとともに、スポーツ施設の管理運営については、指

定管理者との連携を密にし、市民サービスの向上に努めていく。 

 １０月１０日のスポーツの日には、スポーツに親しみながら健康づくりのきっかけと世

代を超えた交流を深めることを目的として「市民スポーツフェスタ」を開催する。 

競技スポーツの強化として、県民体育大会については低迷している競技団体を中心に体験

会等を実施し、選手のモチベーション高揚に努めていく。 

また、県内一周駅伝大会については、競技力向上支援事業を継続し、駅伝選手団に対し支

援を続けていく。 

 市民会館については、舞台環境の整備を行い、施設のより一層の利用促進を図っていく。 
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議案第 15号 津久見市指定文化財の指定について 

 

 

 津久見市文化財調査委員会から答申があった下記文化財について、津久見市文化財保護

条例（昭和 51年条例第 12号）第４条第４項の規定により、津久見市指定文化財に指定す

る告示を行う。 

 

津久見市教育委員会 告示乙 第 号 

 

   下記の文化財を津久見市指定文化財として指定する。 

 

記 

 

 

   1．津久見市指定有形文化財 

    「堅徳小学校青い目の人形（人形名：メリー）」 津久見市大字堅浦 3番地の 1 

 

    指定理由 津久見市文化財保護条例第 4条 

 

    

       

             令和 4年 2月 25日 

             津久見市教育委員会 教育長 平 山 正 雄  

 

附 則 

この告示は、令和 4年 2月 26日から施行する。 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

14号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号オにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会     

教育長 平 山 正 雄   
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議案第 16号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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議案第 17号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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議案第 18号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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議案第 19号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  

 



11 

 

議案第 20号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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議案第 21号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名 
 

保 護 者 名  

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項第

4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和

62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 4年 2月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  



13 

 

継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校統合についての協議 

 

（3） 報 告 

① 1、2 月の行事報告について 

1月25日 火
・第3回大分県市町村教育長会議（リモート開催）
・まん延防止等重点措置（2月20日まで）

1月27日 木 ・第78回中学校統合推進会議

1月31日 月 ・第12回校長会議

2月1日 火 ・第11回教頭会議

2月2日 水 ・第79回中学校統合推進会議

2月4日 金
・第2回特別支援連携協議会
・県議会議員出前講座（第一中学校）

2月10日 木 ・第80回中学校統合推進会議

2月15日 火 ・第81回中学校統合推進会議

2月17日 木 ・市議会議員説明会（中学統合、給食調理場、コロナ対策等）

2月21日 月
・文化財調査委員会
・総括安全衛生委員会

2月24日 木 ・第13回校長会議

2月25日 金
・第82回中学校統合推進会議
・教育委員会定例会

 

②1月、2月の主な行事予定について 

2月28日 月 ・市議会定例会開会

3月1日 火 ・第12回教頭会議

3月2日 水 ・第83回中学校統合推進会議・幼保連絡会議

3月4日 金 ・中学校卒業式

3月8日 火 ・市議会一般質問　・高校入試（一次）

3月9日 水 ・市議会一般質問　・高校入試（一次）

3月17日 木 ・奨学生選考委員会

3月18日 金 ・市議会定例会閉会

3月22日 火
・人権研修会（津久見市地域女性団体連合会主催）
　講師：山末由紀「部落差別について」

3月23日 水 ・小学校卒業式

3月24日 木 ・第84回中学校統合推進会議

3月25日 金 ・教育委員会定例会  

 

（４）その他 

  ①次回の委員会開催日程について 

（５）閉 会 


